
自動車リサイクル法の登録・許可標識について      平成 28年 4月 1日 
  東 京 都 環 境 局 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下「自動車リサイクル法」という）の登録・許可を受け

た事業者は、事業所に標識を掲示する義務があります。以下の事例を参考に標識を作成してください。 

（参考例ですので、既に類似の様式で作成されていれば、その内容で結構です） 

 

１ 標識作成、掲示時の注意事項  

(1) 標識は、事業所ごとに出入り口等、公衆の見やすい場所に掲示してください。 

(2) 文字は読みやすく鮮明に表記し文字の色は黒、下地は白など見やすいものとして下さい。 

(3) 雨水等で消えないようにしてください。 

(4) 標識の大きさは、引取業、フロン類回収業は 20cm×20cm 以上とし、解体業、破砕業では 60cm×

60cm 以上としてください。 

２ 標識設置例  

(1) 事業所ごとに取得している登録・許可の種類に応じて、下記の例を参考に設置してください。 

(2) 下記の例では、登録・許可についての標識と保管施設についての標識とを併記させています。事業

所内で使用済自動車等を保管しない場合は、使用済自動車等の保管「なし」とするか欄を設けなく

ても結構です。保管する場合は保管施設の欄に、保管する物の種類を記載し、さらに屋外で容器を

用いずに保管する場合は、最大保管量と最大保管高さを記入して下さい。 

(3) 事業所（営業所）の名称、当該地の住所を記入してもかまいません。（※） 

 

 （引取業のみの場合）             （フロン類回収業のみの場合）  

自動車リサイクル法に基づく登録事業者  自動車リサイクル法に基づく登録事業者 

根拠法令 
使用済自動車の再資源化等に関する

法律 第４２条 

 

根拠法令 
使用済自動車の再資源化等に関する法

律 第５３条 

登録の種類 引 取 業 者 登録の種類 フロン類回収業者 

登録番号 ２０１３１○○○○○○ 登録番号 ２０１３２○○○○○○ 

事業者名称 ○○自動車株式会社 
（連絡先 03-****-****） 

事業者名称 ○○自動車株式会社 
（連絡先 03-****-****） 

使用済自動車

等の保管 
なし ﾌﾛﾝ類の種類  ＣＦＣ・ＨＦＣ 

２０cm×２０cm以上 使用済自動車

等の保管 
なし 

２０cm×２０cm以上 

 

（解体業のみの場合）              （破砕業のみの場合） 

自動車リサイクル法に基づく許可事業者  自動車リサイクル法に基づく許可事業者 

根拠法令 
使用済自動車の再資源化等に関する法

律 第６０条 

 

根拠法令 
使用済自動車の再資源化等に関する法

律 第６７条 

許可の種類 解 体 業 者 許可の種類 破砕業者（圧縮・せん断・破砕） 

許可番号 ２０１３３○○○○○○ 許可番号 ２０１３４○○○○○○ 

事業者名称 ○○自動車株式会社 
（連絡先 03-****-****） 

事業者名称 ○○自動車株式会社 
（連絡先 03-****-****） 

保管施設 

使用済自動車 

最大保管量○台、保管高さ○ｍ 

保管施設 

解体自動車（圧縮前） 

最大保管量○台、保管高さ○ｍ 

解体自動車 

最大保管量○台、保管高さ○ｍ 

解体自動車（圧縮後） 

最大保管量○台、保管高さ○ｍ 

６０cm×６０cm以上 
自動車破砕残さ 

最大保管量○○、保管高さ○ｍ 

                            ６０cm×６０cm以上 



（引取業とフロン類回収業の場合）        （引取業とフロン類回収業と解体業の場合）   

自動車リサイクル法に基づく登録事業者  自動車リサイクル法に基づく登録・許可事業者 

根拠法令 
使用済自動車の再資源化等に関する法

律 第４２条、第５３条 

 

根拠法令 
使用済自動車の再資源化等に関する法律 

第４２条、第５３条、第６０条 

登録の種類

登録番号 

引取業者 ２０１３１○○○○○○ 

登録・許可の

種類／番号 

引取業者 ２０１３１○○○○○ 

ﾌﾛﾝ類回収業者 ２０１３２○○○○○○ ﾌﾛﾝ類回収業者 ２０１３２○○○○○ 

事業者名称 ○○自動車株式会社 
（連絡先 03-****-****） 

解体業者 ２０１３３○○○○○ 

事業者名称 ○○自動車株式会社  
（連絡先 03-****-****） 

ﾌﾛﾝ類の種

類 
 ＣＦＣ ・ ＨＦＣ 

保管施設 

使用済自動車 

最大保管量○台、保管高さ○ｍ 使用済自動車

等の保管 
 なし 

 

２０cm×２０cm以上 
解体自動車 

最大保管量○台、保管高さ○ｍ 

 

６０cm×６０cm以上 

（引取業とフロン類回収業と解体業と破砕業の場合） 

自動車リサイクル法に基づく登録・許可事業者 

根拠法令 
使用済自動車の再資源化等に関する法律 第４２条、第５３

条、第６０条、第６７条 

登録・許可の

種類／番号 

引 取 業 者 ２０１３１○○○○○○ 

ﾌﾛﾝ類回収業者 ２０１３２○○○○○○ 

解 体 業 者 ２０１３３○○○○○○ 

破 砕 業 者 

（圧縮・せん断・破砕） 
２０１３４○○○○○○ 

事業者名称 ○○自動車株式会社 ○○営業所※（任意） 

（連絡先 03-****-****） 

保管施設 

使用済自動車 

最大保管量○台、保管高さ○ｍ 

解体自動車（圧縮前） 

最大保管量○台、保管高さ○ｍ 

解体自動車（圧縮後） 

最大保管量○台、保管高さ○ｍ 

自動車破砕残さ 

最大保管量○○、保管高さ○ｍ 

ここの住所は  ○市○町○－○ (任意)※    

６０cm×６０cm以上 
 

３ 保管施設についての掲示板  

   廃棄物（使用済自動車、解体自動車、自動車破砕残さ、その他廃棄物）の保管場所（事業所以外の場所

の駐車場等を含む）には、廃棄物処理法に基づき囲いを設け下記の例に示す掲示板を設置してください。 

保 管 施 設 掲 示 板 

保管物の種類 使用済自動車・解体自動車 

管理者の氏名・

連絡先 

○○自動車株式会社 

電話 ××××－××××× 

保管積上げ高さ ２段積み 最大○ｍ 

保管の上限 最大 ○○台 

６０cm×６０cm以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここの住所は  ○市○町○－○ (任意)※  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


